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　はじめに

　1960年代の前半から中盤にかけて、まだマスコミも中央政界もそして多くの

研究者も革新市政を視野に入れることがなかった時期に、東北地方の社会党市

政は、社会党の革新市政のモデルだった。飛鳥田一雄は、1963年の横浜市長選

挙のなかで、地元の新聞に革新市政の意義を仙台市や秋田市の実績を例に語っ

ていた。後に美濃部都政のブレーンとなる小森武が『都市づくり』（河出書房、

1965年、31～33ページ）で、革新市長として紹介したのは飛鳥田でなく仙台市

の島野武だった。大島太郎（地方自治センター代表）が1960年代に、革新市政

の調査対象とし、また市政について政策的助言をしたのは酒田市だった。とこ
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うが、革新市長会がようやく全国的実体を獲得し、政治・政策活動を開始した

1968年になると、その初代幹事長となった本多嘉一郎調布市長が、『カツドウ

屋市長奮戦記』（社会新報社、1968年、43～44ページ）で、革新市政とその先

駆的業績として紹介しているのは、横浜市（公害防止協定、生活保護世帯への

市バス無料パス）、京都府（自動車取得税の収入による交通安全施設）、釧路市

（工場誘致条例の廃止と中小企業融資）、野田市（農産物価格保障）、前橋市

（勤労者福祉）、上田市（水道料金値上げと一般家庭据え置き）、三鷹市・甲府

市（市庁の機構改革）だった。

　これから革新自治体の発展が始まろうとしていた1968年当時、東北の社会党

市政は、もはや発展にむけたモデルではなくなっていたのだろう。たしかに東

北では、1959年から1965年にかけて福島市、郡山市、むつ市、盛岡市などで社

会党推薦市長が退場しており、つづいて1967年の統一地方選挙では、釜石市と

大館市で、1971年の統一地方選挙では、秋田市と酒田市で、つまり東北の主要

な社会党市長が落選していた。1950年代に当選しかつ1970年代に生き残ったの

は本荘市と仙台市だけだった。1970年代前半の革新自治体の全盛期に、新世代

の革新市長は山形市、喜多方市、いわき市、横手市など東北にも続出したが、

東北の社会党市長はもはや革新自治体の中心ではなかった。このような革新市

政発展前史の時期に登場しかつ退場していった1950～60年代の東北の社会党市

政とは何だったのか。あるいは、そのなかからどのような条件を獲得した場合

には、1970年代に生き残ったのか。

　1950年代に東北に登場した社会党系市長は、保守勢力や革新市長会との関係

で1960年代に5つに分解していった。一つは、1951～55年に野党連合の保守系

候補で登場し1960年代の革新市長会に参加した市長（大館市、本荘市）、二つ

は、1958～59年に社会党公認・推薦で登場し、保革対立の選挙を繰り返し東日

本革新市長会の主要な担い手になった市長（仙台市、秋田市、酒田市）、三つ

は、1950年代に社会党推薦で登場したが、1960年代に保守化したり退場さ置ら

れたりした市長（釜石市、郡山市、むつ市）、四つは、相乗り選挙を継続しな
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がら革新市長会に参加した市長（大船渡市、天童市、一関市、石巻市）、五つ

は、民社党推薦に移行した市長（常磐市、角田市）である。

　このような多様な政治的分解を遂げた社会党系市長の存在は、1970年代の大

都市圏の住宅都市を中心とした革新市政とはちがう段階のものとして、革新市

政の前史と発展期との質的連続と断絶の内容を検討する際に有効な研究対象だ

ろう。本章では、皿章で提示した仮説、課題と論点に沿って、社会党市政の先

駆的モデルとして実績を挙げ、1960年代の東日本革新市長会の主要メンバーと

なった秋田市と酒田市、そしてそのなかから1970年代に生き残った仙台市を取

り上げ、それぞれ事例研究をしていく。これらの三つの都市とその市長はどの

ような意味で先駆モデルであり、また前史的だったのか。

　野党連合・保守分断一保守社会相乗り路線

　秋田市長選挙では、市でなく県レベルの政党組織が主体となって、候補者i擁

立と選挙戦を展開してきた。そして秋田市では、結果的に社共共闘推薦の市長

は戦後1人もいない。1947年4月第1回統一地方選挙では、市長選挙で保守合

同による秋田県民主党推薦の児玉政介（元秋田県知事、元厚生次官）に対し、

社会、共産、引揚者連盟は各々別の候補者を立て惨敗していた（投票率76．25

％）。その後、社会党県連は吉田内閣期に反自由党の立場で民主党と野党連合

を形成しようとしたため、秋田県・市政界は保守連合か野党連合かでしばしば

混乱をくりかえした。

　1951年の第2回統一地方選挙では、社会党県連は国鉄（秋田）、全鉱連（尾

去沢）、木材産業労組（能代）、東北パルプ（秋田）、東北肥料（秋田）など総

評傘下の大組合幹部を県連幹部として迎え入れ、秋田市区の県議には川口大助

（国鉄秋田地方本部）、小幡谷正吉（国鉄土崎工機部）をi擁立した。また「知事・

市長選挙には党独自の候補をたてるよりもむしろ民主党と提携することが県政

の現状に即した方向である」「共産党と明確に一線を画しながら広く民主団体

との共闘体制を確立する」とし、野党連合・保守分断路線を採用した。社会党
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は、秋田市長候補には保守系の武塙（たけはな）祐吉（前秋田魁新報社取締役）

を擁i立し民主党と提携して当選させ（投票率90．34％）、知事候補には自由党県

政の副知事だった小畑勇二郎を擁i立して民主・自由両党や県議会議員、県庁内

を分断した。共産党は、4月上旬自党の市長候補を引っ込め武塙推薦を声明し

たが、武塙候補はそれを関知しないと拒否していた。

　1955年の第3回統一地方選挙で、武塙が自由党の推薦も得て無投票で市長に

再選され、小畑が社会・民主連合で知事に初当選し、その後自民党が県政与党

化すると、秋田では県市ともに共産党を除く保社連合体制が成立した。同様に

1950年代には、大館（佐藤敬治）、横手（小味淵肇）、本荘（佐藤i憲一）、大曲

（板谷五郎左衛門）で野党連合や保守分断による保守系無所属の社会党推薦市

長が誕生していた。

　秋田市は1954～55年に周辺13か村を編入合併し、1955年人口18万人（東北で

仙台市に次ぐ2位）の産業都市となった。1951年に、社会・民主の野党連合推

薦で当選した武塙祐吉市長は、1955年には市議会全会派の推薦を得てi無投票で

再選された。1954年秋田市は、非戦災都市の都市計画モデル都市に指定され、

武塙市政は、第1次総合都市計画を作成し、農工商一体の循環型都市、および

秋田港を中心とする臨海工業都市建設をめざした。秋田市はそのために工場誘

致条例を制定し外資導入をはかるとともに、既存の東北肥料、東北パルプ、秋

田石油化学など大手7社に奨励金を支出した。この武塙市政が挙市一致体制を

可能にしたのは、1）県副知事（小畑勇二郎、塩谷末吉）を2代にわたって市

助役にむかえた県市協力、2）黒字財政、そして3）保守社会、労使、都市農

村協調の工業開発推進連合という条件だった。武塙市政は、1956～57年に市庁

機構の簡素化、出先機関・支所の統廃合を実施した。しかし、定数40の市議会

で絶対多数会派だった新生クラブ（23人）は、周辺農村の議員によって構成さ

れていたにもかかわらず、これに反対せず、港湾整備・工業開発を支持した。

他方武塙市政は、市長が新聞社出身らしく、当初から広報活動を重視し広報係

を設け1951年7月から広報誌を発行し、さらに1957年「歩く市役所・市政懇談
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会」を開催し、1958年には市役所内に市民室を設置して公聴行政を開始していっ

た。住民直結の公聴行政は、社会党市長が先導したものではなかった。また、

武塙市政は1958年から敬老年金制度（80才以上の老人に年額2，000円支給）や

市営葬祭を開始した。慈恵的段階の福祉事業も社会党市長の登場に先行して実

施されていた。

　1959年社会党公認市長の当選と地域共闘のねじれ

　社会党県連が、この野党連合・保守分断路線を秋田市長選挙で転換して、社

会党公認候補を擁立したのは1959年の第4回統一地方選挙であった。この地方

選挙の準備期間であった1958年度の後半は、同時に、全国的に教員勤務評定反

対ど警察官職務執行法改正反対を目標に、県市郡さらに町村レベルで革新政党、．

労働組合、文化団体などによる地域共闘が結成され、活発な街頭行動が展開さ

れた時期でもあった。秋田県では、10月下旬に警職法反対県民会議が社会党、

県労会議、日農県連など13団体によって結成された。そこでは、市町村に共闘

会議を結成し、①警職法反対の市町村議会決議をあげる、②部落座談会を開催

する、③警職法反対と地方選挙の結合、という方針が出されていた。しかし、

県知事・市長選挙では、現職の相乗り候補を推薦することが既定路線だったか

ら、「地方選挙の結合」とは社会党の県議候補を支援することであった。この

地域共闘と市長候補擁i立運動が結合したのは横手市だけであった。その横手市

では、革新政党、民主団体と無党派市民が「横手市民主市民連合」を1958年10

月に結成し、社会党右派の前代議士川俣清音を議長、社会党県議の春日清、共

産党県役員の鈴木清、地区労議長の佐藤剛の3人を副議長にして「市民生活の

向上と権利擁i護」「市政の民主化」「平和と独立」をめざし、明春の市長選挙に

革新統一候補を立てることにした。しかし、「横手市民主市民連合」は当初地

区労議長の佐藤剛を市長候補としていたが、佐藤が辞退したため、革新政党や

労働組合を結集することが困難となり、やむなく旧労農党系武野武治（元朝日

新聞記者、たいまつ新聞社主幹）が無党派の一市民の立場で1959年2月になっ
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て立候補したω。敗北覚悟、市民連合の旗を守るための立候補だった。事実上、

横手の地域共闘は市長候補選考をめぐって分裂状態になり、結局、社会党も地

区労も前回旧改進・社会連合で当選した現職相乗り市長の小味淵肇に投票した

ため、武野は惨敗に終わっていた。秋田県内では市長選挙での革新共闘は成立

しなかったのである。

　秋田市では、地区労や地域共闘の運動とは別個の経緯で社会党公認候補が擁

立されていった。1958年9月2日、社会党県議の川口大助は、社会党県連秋田

市支部選対委員会で、武塙市長の三選がないことを前提に保守政界や市議会、

地区労の機先を制する形で市長選挙への立候補を声明した。川口は国鉄労組地

方本部委員長、県官公労議長、社会党県連書記長という経歴をたどり、武塙選

挙や小畑選挙の参謀役、秋田市選出県議として県・市政の内情に通じ、武稿に

三選がないこと、保守政界が市長候補をめぐって分裂不可避であることを察知

していたのだろう。また、川口は前回1955年の県議選挙でトップ当選して個人

的な地盤を旧市内新屋・保戸野地区に築いており、労組票をまとめることがで

きれば、市長選挙で当選の可能性があっだ2）。それで武塙市長引退の場合には、

川口社会党県議、塩谷末吉（助役・元県副知事）、笠谷重光（県出納長）の三

つ巴戦が予想されていた。しかし、社会党県連の幹部内では武塙市長出馬懇請

論がつよく、また12月上旬、秋田市議会の公正クラブ（革新系7人）と秋田地

区労は現市長の武塙祐吉に出馬要請をしていた。ところが、武塙市長が引退を

決意したため、社会党県連秋田市支部は川口中心に市長候補の人選をすすめる

ことになり、鈴木寿県連委員長（参議院議員、秋教組）や市出身の石山権作・

鈴木一代議士、田中忠治県労会議議長（秋教組）が市内の主要労組を訪問して

協力を要請した結果、ようやく公正クラブと地区労が川口でまとまり、共産党

が一方的に川口を推薦して、社会党県連秋田市支部が1959年1月31日川口を公

認した。川口擁i立に対しては民間労組や市議から異論があった。市長候補の擁

立は、川口個人の意志から始まったものであり、地区労や地域共闘が推進力・

推薦母体ではなかった（3）。
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　秋田県内の革新勢力は、勤評・警職法反対運動を発展させて、3月29日「秋

田県平和を守る会」の結成大会を開催した。同会は「原水爆禁止、安保改定反

対」を目標にして、社会・共産両党、県労会議、日中友好協会、秋田大学教授

会など20団体が参加し、安保闘争の担い手になっていった。ところが、3月中

旬には、県労会議は「小畑知事は安保反対で一致した」という理由で社会党の

知事選挙相乗り路線を承認していた。つまり、秋田県では民主主議や平和を課

題とした地域共闘と地方選挙は別問題であり、結合しなかったのである。

　1959年4月、秋田県知事選挙は自民社会相乗りの現職小畑勇二郎対共産党候

補で闘われ、秋田市長選挙は、自民党の候補者調整が失敗して自民党支部は分

裂し上記の三つ巴戦となった。笠井は自民党の推薦を獲得し、塩谷は武塙市長

の応i援を得た。4月23日に実施された県議i会議員選挙秋田市区（7人、投票率

80．39％）では、社会党は前回から1万2千票増やして35，513票を獲得し、3

人が上位当選した。この結果は、「労組の組織が割れてまとまらないといわれ

ながら、結局最後には一本化されるのが秋田市内の労組票であり（中略）川口

候補にプラス」「組織票にどれだけ浮動票を加えることができるかがポイント」

といわれた。川口は、県議時代に県の身体障害者福祉審議会・民生委員審議会・

児童福祉審議会の各会長を勤めており、選挙戦では「福祉行政を重点」「自治

権確立」と訴え、また社会党県連・市支部が作成した「市政綱領・躍進する庶

民市政を実現するために」を公約にした。しかし、社会党支部や地区労が市政

改革や予算要求の運動を展開していたことはなく、3候補とも総花的公約に小

畑県政との協力を掲げ、政策争点の選挙にはならなかった。4月30日の市長選

挙は市議会議員選挙（定員40）と同時に実施され投票率が高かった。そして、

市議選では革新系が躍進して14人（社会系12、共産2）を当選させていた。

　市長選挙の投票結果は、川口3万9千、塩谷3万1千、笠井2万7千（投票

率88．32％）で、川口が当選し秋田県で初めて社会党公認市長が誕生した。保

守陣営は、県議選で合計5万3千票の得票だったから市長選ではそれに5千票

上乗せしており、両候補は選挙運動で失敗していない。川口の勝因は保守分裂
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と川口の個人的人気、そして強固な労組地盤だった。川口派が県議選からさら

に4千票上乗せしたことについては、川口の世話好きで庶民的な人柄が人気を

集めて個人票に浮動票を加えたこと、国会議員や県議が「結束して川口市長実

現に社会党特有の緻密な作戦を展開して若い青年層をつかむことに懸命の努力

をはらったことも大きな要素」と議員と労働組合中心の組織的選挙運動が評価

された（4）。

　一～二期目の川口市政

　川口市政の第1の特徴は、武塙市政の臨海工業都市建設および非戦災都市の

都市計画モデル事業を継続し、小畑県政と協力して秋田港拡張、雄物川改修、

工場用地埋め立て、工業用水建設、秋田駅前や商店街の区画整理事業、山王・

八橋地区の官公庁舎団地建設の各事業を推進したことである。秋田市は1965年

には秋田港でなく　「秋田湾地区」として周辺町村とあわせて新産業都市に追加

指定され、火力発電所、同和鉱業、東北肥料の工場誘致も実現した。1967年に

は駅前の区画整理事業が完成して、秋田市の中心街は旧城下町から近代都市へ

と変貌した。

　第2は、人口増加（1967年人口22万人、東北で仙台、いわき、郡山、青森に

次ぐ5位）に対応した都市生活環境の整備を進めたことであった。川口市政は、

1959～61年国体開催を目標時点にした幹線道路の建設、生活道路の舗装、1961

年清掃センター建設、上水道第4次拡張5か年計画、1965年下水道終末処理場

建設、小中学校校舎の増改築をすすめ、近代的な都市生活基盤を整備した。

　第3は、計画行政を進めたことである。1959年、川口大助は社会党の「市政

綱領」を公約にして市長に就任すると、「住みよい町づくりの市政」を目標に

した。そして、その重点は①道路整備、②農業指導体制の構築、③福祉行政の

向上だった。川口市政は、まず1958年から発生していた赤字財政を解消するた

めに、1959年に長期財政計画（財政再建5か年計画）をたてた。そして、市長

室を強化して総合企画機関とし、事務機構を2割縮小するとともに、自主退職
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制度を設けて人件費の抑制を断行し、工場奨励金の抑制をすすめた（5）。市財政

は、市税と地方交付税交付金の増加によって好転し1963年から黒字に転じた。

そして、川口市政は1961年12月には「市政綱領」を具体化して「秋田市の現状

と将来の展望」、1964年第2次総合都市計画、1967年3月「秋田市の現状と将

来の展望（第2次）」を作成し、行政の方向を市民に明示した。市政の目標は、

「住みよい町づくりと市民との対話の市政」1963年、「明るく豊かな福祉都市の

建設と市民総参加の市政」1967年だった。

　第4の特徴は、市長自身の活発な広報公聴活動だった。川口は当選が決まる

と、「市民直結の市政」「市政はガラス張り」「市民へのサービスを強化するた

め窓口を広げ、市民と溶け込んだ市政をしたい」「実行したいものは福祉施設

の充実」「市長公舎は職員のクラブに活用、毎日自宅から登庁する。市長はと

かく市民とかけはなれがちだカ㍉昼はジャンパーに着替えて職員とキャッチボー

ルをする、そんな気持ちで市民と接触を保ちたい」と公約や政治姿勢について

抱負を語った。町内会、婦人会、青年会が主催する市長と「市政を語る会」は

1959年4月から60年2月までの最初の10ヶ月で22回に達し、それに対応するた

め市長室に広報担当の市民係を置いた。そして、市長から「市政を聞く会」は

1960年から毎年、新成人対象、小学6年生対象をはじめとして、あらゆる機会

をとらえて開催されていった。「広報あきた」は月一回から、1960年に月二回、

1964年に月三回の発行となり、「市民の声」「市長への手紙」そして「市長日記」、

その後「市長談話室」という欄が定着していった。また川口市長は地元ラジオ、

テレビの「市政を語る」「市長に聞く」番組に毎週出演した。

　これら4つの事業での手腕と実績は、広く市民の支持を得て、川口市長の再

選・三選圧勝の基盤になったと思われる。また市議会は、保守会派のなかで民

政クラブー清和クラブが野党だったが、中正会と無所属議員が川口市長に協力

したため、議会と市長が激しく対立することはなかった。しかし、これら4つ

の事業は市長・行政主導であり、市民運動や市民参加を通じて市民の意見が反

映されるものにはならなかった。川口市長は、1962年夏に自治省振興課の推薦
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で欧米の都市行政を視察し、都市計画への市民アイデアの採用や都市計画公聴

会の様子を見てきた。しかし、川口市長はその後も秋田市の都市計画事業に公

聴制度や市民参加方式を採用しようとはしなかった。

　川口市政の市民組織一市民憲章推進運動

　1960年代の秋田市で、川口市長が掲げた「市民直結」とはどのような実態だっ

たのだろうか。それは、労働組合の地域活動や労働者の地域組織でも市民の自

立した住民運動でもなく、国体受け入れ県民運動を契機に、市教育委員会が指

導して新生活運動協議会を母体に既存の市民団体を統合した市民憲章推進運動

だった（6）。

　新生活運動協議会は、鳩山内閣期に消費生活の簡素化をめざして発足したも

ので、秋田市では川口市長が会長となり、教育委員会の社会教育課が事務局を

兼務し、町内会連合会、婦人会が運動の担い手となってきた。そして、第16回

秋田国体が1961年10月開催と決まると、小畑知事、川口市長を先頭に地方行政

当局から国体歓迎県民運動が提起され、秋田市はそれを「国体という名の街づ

くり」と位置づけて、国体準備を利用して、新生活運動による道路整備、市街

地の衛生・美化、そして親切で礼儀正しい近代的な市民づくりをめざした（7）。

1960年11月、秋田市の新生活運動研究大会では、「席上、国体開催にそなえて

市民のもりあがりをはかるためにも市民憲章を作って全市民的な市民運動にし

ようと動議が出されました」（8）。提案者は誰だったか記録はないが、この動議

は新生活運動協議会全体の「総意」として決定され、国体の標語が「親切も花

もいっぱい明るい国体」だったので、「親切、明朗、健康、花いっぱいの市民

運動」を推進して国体を受け入れることをめざし、その拠り所として市民憲章

を作成することになった。

　川口市長は、1961年1月、市条例として上から憲章を作るのではなく、新生

協が世話役となって市民各層の話し合いで市民憲章を作ることが望ましいと提

案し、教育委員会社会教育課内に設置された新生協市民憲章制定会議が市民憲
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章原案をまとめ、3月25日、これを市民団体代表者に提示した。4月25日制定

会議は市民憲章を決定し、6月25日「市民総参加」のレクリエーション大会で、

市民憲章を制定宣言として発表した〔9》。新生協の「総意」は秋田市民の「総意」

に飛躍した。市民憲章は1961年7月15日から「広報あきた」の表紙冒頭に掲載

されるようになった。

健康で働き豊かなまちをつくりましょう

あたたかく交わり明るいまちをつくりましょう

きまりを守り住みよいまちをつくりましょう

環境をととのえきれいなまちをつくりましょう

教養を高め文化のまちをつくりましょう

　新生活運動協議会の市民憲章制定会議は、市民憲章が制定されると、市民憲

章推進委員会へと改組され、8月に総会を開いて会長に阿曽村秀一（秋田魁新

報社主筆）、副会長に旭川北地区の新生協会長、顧問に川口市長を選出し、推

進委員会が市民憲章の普及活動、新生協が婦人会、青年会を通じて憲章の実践・

浸透をはかり、市政協力員会がそれに協力していくことになった。そして、川

口市長は、市民憲章は市民の総意によって制定されたと主張して、推進運動へ

の助成金の支出を決定した。川口市長は、1961年末に社会党の市政綱領を具体

化した「秋田市の現状と将来の展望」を策定すると、そのなかでこの「市民憲

章をもとに社会教育、社会体育が推進され」「明るい教養ある市民をつくって

いくことになる」と位置づけた⑩。これは市民が市政綱領一都市づくりの基本

構想をつくるのではなく、逆に市長が「期待される市民像」を掲げて市民をつ

くるものだった。やがて、1962年4月24日、市民憲章推進委員会、新生活運動

協議会、花いっぱい連絡会の3団体は合同総会を開き、合体して市民憲章推進

協議会を設立した。会長には阿曽村秀一（秋田魁新報取締役）、副会長には秋

田市助役、秋田市教育長、秋田市連合婦人会長を選出したao。
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　発足当初1962年度の市民憲章推進運動は、交通安全都市宣言を実践する対策

協議会への参加、国体記念児童公園づくり事業への代表派遣、東京オリンピッ

ク歓迎「秋田市を美しくする運動」（1962年7月から）であった。後者は東北

地方では、青森、仙台、秋田の3市が国のモデル都市に指定され、市民総参加

で市内の公園広場の清掃美化、花壇の設置、交通道徳の向上をめざすことを内

容とし、実践活動に町内会、子供会、ボーイスカウトを動員した。つまり、こ

の市民憲章推進運動とは、市役所が官製国民運動や生活行政に市民の協力や奉

仕活動を引き出すための都市行政補助体制だった。ただし、初期の市民憲章推

進協議会は、婦人会と市政協力員を中心に組織され、その独自活動は市民憲章

掲示板の各町内・学校への設置、「花いっぱい運動」「美しい町づくり運動」の

コンクール、功労者の表彰などであり、まだ末端の地域にも市民にも浸透して

いなかった⑫。1963年4月から毎年4月の第1日曜日に実施されるようになっ

た「町を美しくする運動」の「清掃デー」つまり雪解け後の市内一斉清掃は、

従来、市衛生課が指導して青年会議所と町内会が主催してきたものだった。そ

れが1963年から、市民総参加の「町を美しくする運動」として町内会と子供会

が主体となり、青年会議所、自衛隊、ボーイスカウト、連合青年会、建設業協

会、日赤奉仕団が協力して実施するようになった。そして清掃のあとの市内を、

川口市長と清掃課・衛生課の係員が巡回して街の美化を点検するようになっ

たa3）。そして、1965年から「清掃デー」は市民憲章推進運動の行事に組み込ま

れた。

　市長の市政懇談会と市民憲章推進運動で、川口市長は市民の声を聞くことが

できたのだろうか。『社会新報』は、1964年当時の川口市政の市民直結を次の

ように紹介していた。川口は、毎日市庁の市民室で来庁する市民と懇談し、ま

た随所で市政懇談会を開催してきたが、「しかし、この市政懇談会は参加者が

多くなるにつれて、特定の人の発言が多くなり、会議に不慣れな住民の多面的

な意見が封じられる傾向が出てきて、広報の役割は果たせても、公聴の側面が
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弱くなるきらいがあった。それは、地域における社会党支部、斑の組織力の

強弱にも関係している。たとえば、秋田中央支部楢山斑のように、恒常的な党

活動が活発で、党の指導で新しい町内会組織をつくった地域では、市政懇談会

もなごやかで率直な意見の交流の場になるのだが、既成の町内会に依存した地

域では、どうしても大ボス、小ボスの発言に左右されがち、市民不在の市政懇

談会になってしまう」。そこで考え出されたのが、「移動市長室」であり、1964

年1月から実施し、一月に2回市長が支所や出張所に勤務して一般市民の生の

声を聞くことにしたa4。

　秋田市でも、東北パルプなどの工場から煤煙・悪臭がでて公害は存在したし、

市街地の区画整理事業による住民の立ち退きは、関係地域の住民との合意が困

難だったはずである。しかし、1960年代の川口市政下では、市民は容易に公害

反対や都市計画反対の住民運動を起こせなかった。川口市政は、市長個人の

「市民直結」で秋田市民にとって市長個人を身近な人気者にしたという点で、

市政イメージの庶民化に貢献したかもしれないが、その「市民総参加」とは、

一般市民が役所のやることには口出しできない、あるいは身近な生活問題以外

は無関心で市政は役所任せであり、市政に対する市民総沈黙だったのではない

か。

　1963年川口再選

　1963年の第5回統一地方選挙・秋田市長選挙では、自民党県連が1962年12月

に市議会の保守会派清和クラブと政友クラブを合同させ、前回惨敗した笠井重

光（元県出納長、日本原子力研究所総務部長）を保守統一市長候補として、前

回の雪辱を期して地方選挙に臨んだ。自民党県連は、秋田地区新産業都市指定

と国立工業高専誘致の早期実現には自民党市長が不可欠であると訴えた。自民

党は1962年7月の参議i院選挙秋田選挙区で敗北していた。1人区で自民党が敗

北し社会党が勝利したのは秋田と岩手だけだった。社会党は現職川口、共産党

は鈴木剛地区委員長を各々公認市長候補とした。財政再建、秋田国体と都市計
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画、学校・道路建設、農業指導と、川口が力を入れてきた一期目の市政に失政

はなく、また市役所の市民室、バスを使った市内施設見学、市政懇談会を通じ

た広報公聴活動の結果、川口は「どこへでも出かけていき、だれとでも思った

ことをブチまくる」「人間くささ丸出し」の人柄が市民に浸透して、新屋地区

を中心に市内に1万票の固い個人票をもち、現職の強みで前回とは比較になら

ない充実振りと評価され、早くから優勢といわれていた。社会党県連はこの地

方選挙前半の県議選秋田市区で、県議を2人から4人に倍増させる作戦を立て、

1962年末には市内労働組合の地盤割を完了し計画的な選挙を展開した。それは、

小幡谷政吉（現・土崎地区が地盤）に国鉄土崎工機部、日本石油、東北肥料、

東北機械の労組を、田中忠治（現・秋教組出身）に秋教組、教育関係団体、全

油鉱、市職組、市立病院労組を、松井慶太郎（新・国鉄労組秋田本部委員長）

に国労、全逓、全電通、全農林、交通労組を、穂積惇（新・医師）に東北パル

プ、共栄運輸、医師会を割り当て、その基礎票各5千に浮動票を上乗せすると

いう労組・団体縦割りの地盤協定だった⑮。

　4月に入り、市長選挙告示直前になると、民社党が川口を推薦し、共産党が

候補擁立を断念したため、市長選挙は川口対笠井の保革一騎打ちとなった。川

口の選挙運動は旧市内の労組票・個人票を固めたうえ、周辺農村部の労働者票

を取り込むことを重点にした。4月17日投票の県議会議員選挙秋田市区（定員

8人）では、各党の得票は社会党4万1千、自民党3万7千、共産党1万、民

社党9千で、社会4、自民2、共産1、民社1人が当選し、…落選した候補者は

自民の2人だけであり、社会党の圧勝…だった（投票率81．84％）。4月30日投票

の市長選挙の結果は、　川口5万9千、　笠井4万5千、　川口は前回から2万

票を上乗せし圧勝だった（投票率80．06％）。川口の勝因は、「社会・民社の挙

党一致に加え」「自民党の市会議員候補は自分の選挙にだけ全勢力を傾注し、

市長選挙との有機的な結びつきが全くなかったのに反し、社会党の市会議員候

補は自分の選挙と市長選挙を完全に結びつけていた。このことは、保守系の市

会議員候補は完全な地域代表的な性格に対し、革新系候補は職域代表だという
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ことを裏書している」「現職の強みと組織の強さを見せつけられた選挙」G6）だっ

たといわれた。ただし、市中心部の商業地区と周辺農村では、依然として保守

候補が優勢だった。

　このように人口20万規模で、労働組合の比重が大きい秋田市では、労組の縦

割り組織と市長の日常的広報公聴活動が地方選挙を勝利に導いており、社会党

市支部は、困難な課題である労働組合のヨコ割組織や民主的住民組織の結成を

必要と感じなかったのだろう。秋田市に労働者の居住地組織である勤労者協議

会が結成されたのは、ようやく1965年2月であった（社会新報1965年2月21日

「秋田市勤労協の結成準備進む」）。秋田市勤労協は秋田、土崎の2地区労、市

議会革新クラブ、市職労、社会党3支部の7団体によって結成され、市内全30

学区に分会を置き、地域毎の会員が市内施設見学など市政に関心を持つための

活動を開始していった。川口市政の当初、市職労の活動は低調だったが、8年

間の革新市政のなかで市職労の組織が成長し、勤労協の活動を担えるようになっ

た。1960年代後半になると、秋田市職労は県自治労の組織を支え、1967年には

組織内から市会議員を当選させるまでになっていた。他方、川口市政の住民自

治を支えたものは、依然として行政主導の市民団体と町内会部落会だった。勤

労協の組織と活動内容は限定され、地域社会に大きな影響力をもてなかった。

秋田市は、1966年12月「秋田市の現状と将来の展望（第2次）」という行政計

画を発表し、その第7編は「市民の市政参加」だった。しかし、そこで自覚的

市民運動とは市民憲章推進協議会とその末端、小学校区の29地区協議会であり、

民主的住民自治組織とは町内会部落会であった。そして、市民参加の課題は、

住民の流動化と連帯意識の希薄化によって活動が空洞化してきた町内会部落会

の機能強化であったaT。

　1967年川口三選

　1967年の第6回統一地方選挙・秋田市長選挙では、自民党県連が前々回同様

に候補者選考に失敗し、選挙直前の3月になって県連推薦の高橋弥太郎（敬愛
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学園理事長、県私学連合会会長）と独自立候補の泉鎌一郎（自民党、市議会副

議長）の分裂選挙となった。それに対し現職の川口は、1年前から出馬を表明

して前回以上に自信あふれる選挙体制を準備した。川口は、「ガラス張りの市

政」「市民と話し合う市政」をスローガンに、「気軽にどこへでも足を運んで、

市民と膝を交えて市政を語り合ってきた実績はたいへんなもの」と8年間の実

績が評価され、また「今度は明るく豊かな福祉都市を作るため市民総参加の市

政」を公約していた㈱。4月15日投票の県議選秋田市区では、共産、民社候補

が1位、2位で当選し、8人目最下位に初めて公明党が当選して、社会党は前

回から4千票減らして当選者は3人となった。社会党の総得票が3万8千、自

民党が3万7千、共・民・公3党の合計が3万2千となり、秋田市でも野党の

多党化が進み、労働組合の組織力が停滞し始めた。

　4月28日の市長選挙は、川口（社会公認・民社推薦）6万9千、高橋2万5

千、泉1万4千で、川口は前回からさらに1万票上乗せした完勝だった（投票

率83．76％）。川口の選挙は「秋田市の革新票をがっちり固めたうえ保守系浮動

票も大きく集め、あぶなげない勝ちっぷり。過去8年間の実績を土台に市発展

の未来像を訴えた公約は現職の強味を存分に発揮、地についた公約として好評

だった。これに加えて市内の全部落をすみずみまで回って市民と直接話し合い

をしてきた日常活動が大きく左右した」ag）と評価された。川口市政は、二期目

の初めに長期財政運営計画と「秋田市の現状と将来の展望」を発表して、財政

再建、学校・道路・住宅建設、上下水道整備など都市・生活基盤の計画的整備

で成果をあげ、1966年12月には新産業都市の追加指定に合せて修正した「第二

次展望」を公表して、市民参加による自治の確立、秋田港の整備、「子供の国」

建設や敬老年金の拡充などの教育福祉行政などを構想し、豊かな福祉都市を公

約していた。このように川口の勝因は、増大する革新票に加えた現職市長とし

ての実績と市内全域での市長自身による日常的対話活動だった。

　当選直後に、川口は自分の勝利を次のように語っていた。「今後革新色を強

く打ち出していく考えか」という新聞記者からの質問に対し、
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　「地方自治に保守も革新もない。私の理想は市民と直結した山びこ行政の実

現だ。革新市長が独走するのではなく、市民とともにあゆんでいることを理解

してほしい、八年間の実績が敷いたレールに沿って走るだけですよ。本当に市

民のしあわせを考えた行政を行うならば、保守も革新もなく、政策も一致する

はずだ」⑳

　これは、三選圧勝の勝利宣言として革新市長の側から出た「地方自治に保守

も革新もない」発言だった。川口が8年間の実績に自信をもち、今後も市民直

結の市政を実践していけば、今回保守層市民からも大量に獲得した支持を、社

会党公認市長によっても持続していけるという展望を語ったものだった。

　三期目の川口市政

　都市開発・工業開発推進の川口市政が、1965年から市政3期目にかけて変化

していったのは、開発の弊害に対する市民の批判が顕在化したからである。

1965年、秋田駅周辺で都市計画地域に指定されていない地域で民間業者による

杜撰な住宅開発がすすみ、市民から道路や下水道の未整備に対し苦情が市役所

に寄せられた。川口市政は、これを契機に「緑の新産業都市」を新しい都市目

標に加えて、緑地・公園計画を拡充し植林事業を開始した。また、1965年7月、

県から建築確認事務の権限を委譲させて、農地・宅地への無計画な住宅進出を

規制した。やがて、川口市長は1970年12月市議i会で「建築協定条例」を成立さ

せて、商店街や住宅団地での日照権問題、緑化整備に対応した⑳。

　同様に、県の新産業都市計画に沿って、秋田臨海化学・木材コンビナートの

受け容れ体制がすすみ、1965年から同和鉱業亜鉛精練所、東北電力火力発電所、

東北製紙の3工場の誘致計画が具体化すると、市民の間から公害発生を危惧す

る声が広がった。地元の老舗企業になっていた十条製紙、東北肥料の既存工場

の廃液・煤煙公害も、ようやく住民の間で問題になりはじめた。これに対し、

川口市政は1967年3月の行政計画「展望（第2次）」の重点に公害規制を盛り

込み、工業化と人口集中に対応した生活優先の都市づくり＝「都市行政と農林
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行政の調和、旧市街地と新興住宅地の調和」そのための市民参加を市政の課題

に掲げた。川口市政は、商工政策では1967年6月、工場誘致条例を廃止して地

元中小企業向けの商工振興条例を制定した。そして、川口は1968年度から総合

計画の推進本部内に公害担当（3人）を配置し、公害対策予算を編成して公害

対策に取り組んだ。東北大学工学部の二村忠元教授に委託した公害被害基礎調

査データは、秋田県の公害防止条例の制定に役立った。1968年9月市議会では、

製紙工場建設反対決議が満場一致で可決された。川口は、1969年6月には公害

防止条例を市議会で成立させ、1969～70年に上記3工場と公害防止協定を結ん

だOP。

　また、武塙一川口市政の都市計画・再開発事業は、近代的・効率的かつ城下

町のたたずまいを保存した市民が憩える街づくりとして、都市行政の専門家で

ある柴田徳衛（都立大学）や宮沢弘（自治官僚）から評価され、秋田市は都市

計画のモデル都市となっていたua。

　福祉行政に着目してみると、川ロ市政は「子供と老人の幸せ」を重点に、

1967年から敬老年金を増額（80才以上年額4，000円）し、非課税世帯の妊婦・

乳児に9か月毎日牛乳1本を無料配達する制度を発足させ、1968年から独居老

人宅への家庭奉仕員の派遣（月2回）、老人検診の無料化、さらに1970年から

老人家庭奉仕員の増員（5人から9人へ）、老人福祉センターの建設、老人医

療費無料化（73歳以上）を実現した。また、保育園を増設し、チビッコ広場、

児童公園、こどもの国（大規模運動公園）を建設した。この開発規制・生活優

先・地元産業振興・福祉充実の市政への転換は、広く市民の支持を得て、川口

四選を当然視させるものだった。

　広報公聴事業と市民憲章推進運動の展開

　川口市政は、1966年末に「秋田市の現状と将来の展望（第二次）」という自

治体計画基本構想を決定した。その重点は、豊かで住みよい福祉都市、臨海工

業都市整備、都市改造、そして市民総参加（展望第二次の第7編）の市政だっ
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た。そして、川口市長は市民総参加の内容を、1）広報公聴行政の充実（町内

会・部落会に加えて、職域団体との広報公聴ルートを確立し勤労者の声を市政

に反映させる）、2）秋田市民憲章推進運動を市民運動として強力に進める、

3）町内会・部落会の集会所設置を助成する、の3つであると説明していたOP。

川口市政の市民総参加の内実は、1960年代後半になってどのようなものに変容

したのか。

　川口市政の広報公聴事業は、従来、武塙市政期1956年以来の市政協力員制度、

川口市長の市政懇談会、広報誌上での「市民の声」だったが、1965年から世論

調査（小学生を通じて保護者に配布し回収）を毎年一回実施するようになった。

新住民の流入、住宅団地の増加で町内会に加入しない市民や町内会のない地域

もでてきたため、町内会ルートでは「市民のナマの声」が把握できなくなって

きた。また、町内会以外では市連合婦人会主催の第1回「市政を聞く会」が開

かれたのは、ようやく1968年1月であった。そこで川口市長が「展望第二次」

を説明して、主婦たちから水道、ゴミ、道路など要望が出されたOS。一般市民

や職域（勤労者）から市政に対する広報公聴の要求は組織化されなかった。そ

れで、川口市政は東京都調布市の先駆例をまねて1969年11月「市民の声強調週

間」、1970年8月「納涼街頭相談所」、同10月「街頭相談所」という事業を開始

した。市長公室公聴係の職員が市内の街頭、市場、公園、銀行前、公民館前な

どでテントを張り、市民の「声なき声」を聞きだした。さらに1970年4月から、

市役所内のホールに総合相談所を設置して課長たちが市政相談に応じ、市職員

を「生活パトロール」と称して市内を巡回させ、公害、道路、下水などの苦情

を集めさせた。しかしこの事態は、従来の町内会主催・対象の市長による市政

懇談会や次に述べる市民憲章推進運動の「市民総参加」が、地域団体ボス主体・

行政主導という限界をもつものだったことを示していた。

　川口市長が「市民総参加の市民運動」と自治体計画「展望第二次」でも位置

付けた市民憲章推進運動は、1965年2月推進本部を市役所内に置き、同4月社

会教育課の所掌事業となっていた。そして同年に7つの部会を設置し、市内29
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地区（学区）に市民憲章推進地区会が組織されたころから、各層各地域の住民

を参加させて活動が具体化していった。その部会と主な活動は、1）花いっぱ

い（花壇づくり、緑化）、2）交通安全、3）環境美化（清掃デー）、4）健康

市民づくり（成人病対策、献血）、5）青少年育成（不良防止、禁酒禁煙）、6）

レクリエーション（スポーツ、文化）、7）教養（共通語の推進、親切運動、

祝祭日に国旗掲揚運動、年末年始の虚礼廃止）だった。そして、1968年からは、

全市640の町内会・部落会ごとに市民憲章推進委員、交通安全委員、少年補導

センター補導委員、公民館推進委員の各四人を推薦させ、市政奉仕活動を全地

域に浸透させていった。「広報あきた」は、これを「町内や部落に根をおろし

た活動を進め、市民ひとりひとりが、それぞれの立場にたって理解を深めなが

ら、市民総ぐるみ、総参加の体制で明るい町づくりを推進していきます」と説

明していた㈱。これは、空洞化しはじめた町内会を市民運動の形態をかりて、

行政下請け機関として再組織しようとした事業だった。

　川口市政期の市民憲章推進運動は、1969～70年に三つのイベントを開催した。

一
つは1969年7月12日市制80周年記念行事の一環として開催された「市民総参

加の市民のつどい」（市政功労者の表彰、市民憲章実践体験発表）であり、二

つは同9月9日に秋田市で開催された「第四回市民憲章全国大会」であり、三

つは1970年9月6日「市民憲章十年記念市民のつどい」（文化スポーツ祭典）

であった。二つ目の全国大会で、模範都市として市民憲章推進運動の成果を発

表したのは、京都市、那覇市、旭川市、秋田市となぜか革新市政ばかりだっ

たan。この全国大会で講i演した川口市長は、秋田市の市民憲章推進運動は1961

年の秋田国体を契機に「共同社会の都市像、市民像として市民の総意で制定さ

れた」と述べ、それまでの新生活運動は「形式にとらわれた運動」だったが、

「今後の市民憲章運動は、より高度な市民意識を拡大して、地域共同社会の一・

員として連帯感をもとに運動を展開していくことによって、無限の発展の可能

性を持っていると考える」と自己評価した。そして、次のようにこの市民憲章

推進運動を「市民対話」と見なして期待していた。
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　「私は行政を進めていく上で大切なのは、対話精神であると常に主張してい

る。しかし、私の体験からすると、市長と市民の対話ももちろん大切だが、や

やもすれば市長は説得対話、市民はお願い対話、陳情対話の傾向になりがちで

ある。秋田市を市民のものとしてどうして建設してゆくかという場合の真の対

話は、市民と市民との対話から生まれるものであると私は理解しているし、こ

の意味でも市民憲章とその推進運動の持つ意義は大きい轡

　1970年当時、革新自治体の関係者のなかでは、革新自治体の第1段階＝市民

のための市政から第2段階＝市民による市政が目標になっていた。その出発点

が市政をめぐる「市民と市民の対話」だった。しかし、秋田市の場合、市民総

参加の市民憲章推進運動とは市役所が指導する奉仕活動であり、市政に関する

一般市民の対話集会は「市長と市民」でさえ開催されなかった。秋田市では、

横浜市の「一万人市民集会」を主催した労働組合と新しい市民組織や、酒田市

の「市民のつどい」を主催した労働組合と既成市民団体の自主グループのよう

な市民活動が成立しなかったので、川口市長は、町内会や婦人会の勤労奉仕活

動に市民対話の役割を期待するしかなかった。

　川口市長は1969年末に「秋田市の現状と将来の展望（第三次）」を策定する

と、1970年2月から高度福祉都市づくり、そのための「市民対市民」の「対話

の高まりを確信して」、市内各地の公民館で町内会主催の「市政を聞く会」に

出席していっだ。しかし、それはなお「市長と膝を交えた」市長の説得対話、

市民のお願い対話だったのではないか。6月7日、牛島清水地区の新興住宅団

地で開かれた青空「市政を聞く会」は、町内会と勤労協と市民憲章推進協議会

の三者の共催だったが、秋田市の勤労協は、日常活動を基盤にして市政改革や

自治体政策づくり＝「展望（第三次）」の策定に参画できたのだろうか。なお、

この1970年6～10月は、全国革新市長会の各市長が「革新都市づくり綱領」

（飛鳥田試案）を市民組織のなかに持ち込み、市民の意見をそれに反映させて
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いくはずの局面だった。しかし、そのような目的の市政綱領学習会や市民対話

集会が開催されたのか、秋田市では確認できない。実は、上記の三つ目のイベ

ントの前夜祭として、1970年9月5日の夜に県民会館で「市民と市政を結ぶ市

民集会」が開催されていた。しかし、その内容はオーケストラの演奏につづい

て、飛鳥田一雄、金沢忠雄（山形市長）、川口大助の三人の革新市長が講演し

たものであり、「市民憲章の意義を深めるため」「市民憲章十周年記念の前夜祭」

として開かれたものだった。市民が「革新都市づくり綱領案」について学習し

て質問したり、「展望（第三次）」について意見を表明したりする集会ではなかっ

たようであるau。そして、川口市長の「展望（第三次）」は、1971年3月市議

会で満場一致で議決され、高福祉都市づくりの行政計画は1971年4月から、川

口四選を前提にスタートするはずだった。

　1971年川口市政の退場

　1971年の第7回統一地方選挙を前にして、社会党秋田県連の「保革相乗り＝

小畑知事との協調体制」と川口市政は政治的に両立困難な事態を迎えていた。

新産業都市建設計画や県立学校・道路建設の地元分担金をめぐって、川口市政

は県の責任と負担の明確化を求めて、小畑県政と対立し関係が悪化した。この

市長選挙で反川口の中心人物となった松橋藤吉副知事は、後に県と市の対立を

次のように語っていた。

　「地元負担金なんか、どこの町村長だって出してるもんですよ。それを彼だ

けが出せんという。だれが考えたって、困ったもんですよ。また、昭和40年に

秋田など2市5町村が新産都市の指定を受けた時、彼だって胸に花をつけてオー

プンカーに乗ったはずだ。みんなで秋田の開発をやろうと、あの時は手を取り

合って喜んだんだ。ところが、2、3年も経たないうちに開発行政に反対し始

める。あれじゃあ、協調できるはずがありませんよ」B①

　さらに、1969年の衆議院総選挙で自民党の佐々木義武派が、地元秋田市で得

票を大きく後退させると、佐々木派は川口市政を切り崩すことで保守地盤を維
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持しようと反撃を準備していった。

　社会党県連は、1970年5月の党大会で、秋田市支部の修正案を可決して「小

畑県政と対決し知事選挙に独自候補を擁立する」と決定したが、結局候補者を

選考できず、12月の党大会で一転して小畑推薦を僅差で決定した。その間に

「川口市長が三選完勝を土台にして次の次は知事の椅子を狙っている」という

噂が小畑の耳に入り、小畑による川口落としが進行していったようである。秋

田市の社会党・労働組合も小畑陣営の切り崩しにあい、県職労や民間労組の一

部は市長選挙で川口を推薦せず、全油鉱（日本石油）出身の社会党県議候補者

が公認漏れに不満を抱いて無所属で小畑派にまわった。自民党県連は、小畑知

事と地元の佐々木義武代議士の圧力で結束し、新人市長候補に荻原麟次郎（元

県出納長、自民党県議・県連幹事長）を擁立した。荻原は「地方自治に政党は

無用」「市政を市民のものにする」と唱えて「市政刷新連盟」を結成し、「市民

党」を名乗って無所属で立候補した。川口は、はじめて自民党の総力と県当局

を敵に廻した選挙戦を余儀なくされた。それで、川口は社共共闘「明るい革新

市政を進める会」（と民社党）推薦の革新無所属で立候補した。共産党の共闘

条件は、無所属で立候補、政策・組織協定を結ぶ、小畑県政と対決するであっ

た。川口は1970年「市政綱領」を具体化した「展望第三次」を発表して、各地

の町内会で「市政を聞く会」を開催していった。市民の川口市政への評価は依

然として高く、当初川口派は楽観ムードで四選絶対確実と見ていた。それで社

会党の選挙運動は市議会議員選挙中心に進んだ。

　しかし選挙戦が始まると、自民党荻原派は、一方で東京から大物政治家を招

いて大規模工業開発のための中央直結を訴え、他方で「東京の札付きの週刊誌

（週刊実話）や業界紙（住宅ニュース）を買収して、川口が市長の地位を利用

して私財を13億円貯め込んでいるとか、4人の愛人を囲っているとかの誹諦中

傷記事を書かせ」、勝共連合の街宣車や若者を動員して市内に怪文書を大量に

ばら撒いた。小畑後援会「水交会」と県庁・出先機関全体が荻原派の集票活動

に全力をあげ、関係業界や町内会に荻原への投票を迫った。「市政刷新連盟」
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の主力は県庁幹部の夫人たちで、エプロン隊を編成し、市内を連日デモ行進し

て川口の女性スキャンダルを触れ回っだD。その結果、市長選挙は「史上最低」

「裏街道」の金権・謀略選挙となり、地元の『秋田ジャーナル』『秋田さきがけ』

にも反川口の論陣を張られ、荻原7万対川口6万1千の9千票差で、川口は保

守候補に敗北した（投票率84．05％）。川口は前回の市長選挙の得票から8，500

票減らしていた。

　小畑派に回った地元新聞があげた保守派の勝因は、自民党の結束に加えて、

候補者の「清潔なイメージ」「これまでの停滞した秋田市政に新風を吹き込む」

「対話にもとつく市政の政治姿勢が浸透した」ことであった。革新の政治手法

が保守のスローガンになっていた。そして、川口市政を批判する「党派を超え

た幅広い市民の盛り上がり」「婦人層、青年層の市政刷新を目指した立ち上が

り」が生じたことだったが、これは荻原派の謀略宣伝部隊のことだった。しか

し、7万票という数字は、小畑知事、地元自民党代議士、秋田魁新報社が結束

すれば、相乗り社会党県連を切り崩して、自民党の県議・市議候補を総動員し

市長選挙に勝利するだけの力量を保守勢力が備えていたことを示したのだろう。

逆に地元新聞があげた革新派の敗因は、第1に「川口は社会党、革新といわれ

ながら真の革新ではなくなってきたのが市民の批判をかった」ことだったが、

むしろ革新でなくなったのは社会党県連幹部であり、川口の都市行政が革新ら

しくなってきたことが、この保革激突の原因だった。そして、第2の敗因は

「勝たんがための手段から社会党籍のまま無所属で出たことが逆にマイナスに

作用した」「時代の波に乗ったものとはいえ本県では初めての社共共闘にムリ

があり、社会党の組織やその支援母体である労組が必ずしも一本にまとまらな

かったし、推薦した民社党も今後苦しい立場に追い込まれることは必至の情勢」

と革新共闘にもとめられたen。たしかに、秋田市では革新共闘型選挙の経験が

なく、社共民の選挙運動は不統一だったろう。しかし、社会党や労組がまとま

らなかったのは社共共闘問題ではなく、小畑知事の切り崩しによるものだった。

また直前に実施された県議選では、社会、共産、民社3党は合計で63，279票を
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獲得しており、前回から800票増やしていた。そのなかで社会党は2人を落選

させ当選者は2人後退したが、得票は現状維持だった。共産党が得票を急増さ

せ、民社党が得票を減らしていた。市長選挙と同日実施の市議会議員選挙（42

人）では、社会系15、民社系5、共産3が川口与党で、公明3が準与党、民政

クラブ7が中立、自民系9が野党で、川口支持勢力がさらに前進していた。川

口は、荻原派の「恥も外聞もない怪文書作戦」・「政治的殺し屋」cmの謀略宣伝

によって前回の浮動票とりわけ婦人票を失い敗北したが、県職組と民間労組の

一部が川口派から脱落するなかで、むしろ労組・革新票をしっかり獲得してい

たと見るべきだろう。

　川口派の主力だった秋田市労連が、敗因として指摘したことは、①緊迫感が

社会党・労組に足りなかった、②敵陣営とくに県当局を甘くみた、③社共民の

協力が不完全だった、④社会党合同選対（社会党、県労、地区労、勤労協）で

は学区毎の選対組織を作ったが、市議選挙先行で、市長選挙の票読みまで至ら

なかった、⑤労組内部での足並みの乱れ、⑥かつて経験したことがない計画的

で大規模な敵の選挙戦術に反撃する体制がなかった、であったmo。

　川口は投票日の2日前に、荻原派を東京地検特捜部に告訴し、荻原派による

選挙妨害の公職選挙法違反・名誉殿損事件は1971年7～8月荻原派運動員の大

量起訴、荻原市長の起訴、市議会による市長辞職勧告決議、県職組の自治労県

本部脱退、川口派・荻原派の告訴合戦に発展した。そして、社会党・県労会議

などは市政刷新と荻原市長退陣を要求する市民会議を結成し、さらに1972年3

月、野党、労組、市民グループ200団体による市長リコール推進協議会の市長

リコール運動へと発展した。その結果、「革新系団体と労働組合の活動家が世

話人をつとめて」各町内ごとにリコール学習会が繰り返し開催され、12月住民

投票によって荻原市長のリコールが成立したen。リコール運動における社共民

3党と市民団体との共闘勢力は、1973年2月の出直し市長選挙で市水道理事者

の荻津章を革新共闘候補として擁立したが、個人・浮動票を見込めない新人候

補では、統一した保守派に勝利することは困難だった。リコール阻止派が支援
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した秋田魁新報編集局長の高田景次が1万1千票差をつけて当選した。その後、

川口は1976年から社会党代議士となり　（3期）、1979年には秋田県知事選挙に

立候補した（落選）。

　小　　括

　秋田県・秋田市における社会党の知事・市長選挙方針は、1970年まで保守分

裂を利用した野党連合＝相乗りか社会党公認擁立であり、革新共闘ではなかっ

た。また、その地域政策は、1960年代前半まで保守勢力と一体となった臨海部

工業都市建設および都市基盤整備だった。川口市長が三選を達成して長期市政

を可能にしたものは、選挙時の保守分裂と強固な労組票・個人票であった。そ

して、その支持基盤の維持拡大は、一つは既存の住民団体を対象にした市長自

身による広報公聴行政、二つは都市計画と生活基盤整備に実績を積み上げたこ

とだった。

　やがて1960年代後半になり、市民から都市開発の弊害や公害に対する批判の

声が上がり出すと、川口は都市開発・工業開発推進の方針を修正して、革新市

政らしい乱開発規制、公害対策、地元中小企業振興政策、福祉行政に着手する

ようになった。しかし、それは市民参加や市民運動によって支えられたもので

はなく、市長・行政主導の都市政策だった。このような川口市政の革新的実績

と人気、そして社会党県連の県政野党化は、秋田県の保守勢力を分裂から結集

へと転じさせ、川口は自民党の謀略選挙によって落選させられた。市政の実績

と市長の人気は、川口個人に依存した革新側の選挙体制に油断をもたらした。

しかし、自民党の謀略選挙による川口市長の退場は、秋田市の地域末端に荻原

市長に対するリコール運動という自治体改革の市民運動を初めて登場させた。
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（1）『秋田魁新報』1958年11月2日　「市町村に共闘会議」、同1959年2月25日　「動

　き出した市長選3横手市の巻き」、および「新しい市民組織の誕生一秋田県横手

　市民主市民連合の活動」『地方自治資料』192号、1959年3月15日を参照した。

（2）『秋田魁新報』1958年9月4日　「川口氏出馬を表明」、川口大助1918～81年、

　秋田中学卒業、県庁、国鉄勤務、国鉄労組秋田地方本部初代書記長、1951年社

　会党県議二期、1959年秋田市長三期、1976年社会党代議士三期、1979年秋田県

　知事選挙立候補落選。

（3）同1959年2月1日「公認候補に川口氏（社）」

（4）同1959年4月25日「県議選から市長選をみる」、28日「市長選最後の追込みへ」、

　同5月1日「川口、終始リードする」

（5）川口大助「市政担当一年の記録」『地方政治』1960年7月

（6）秋田魁新報1959年5月2日「市民直結の市政を」、川口大助「革新市政の記録」

　『革新市政』社会党地方政治部、1962年11月、59～60ページ、も参照（『国民自

　治年鑑』1964年版所収）。

（7）広報あきた1960年9月11日、151号、「新生活運動でよりよい国体を迎えよう」

（8）広報あきた1960年11月15日、156号、「新生活研究大会、市民憲章をつくろう

　の声」

（9）広報あきた1961年7月1日、171号、「郷土発展の願いこめ市民憲章制定」

q①　広報あきた1962年1月1日、川口大助「十年後の正夢」

（11）広報あきた1962年5月1日、189号、「環境美化などを重点に」。『秋田市民憲

　章の手引き』1962年11月を参照、2代会長は道田重雄NHK秋田放送局長。

⑫　広報あきた1963年12月1日、「第2回市民憲章推進研究会開く」

⑬　広報あきた1963年4月1日、210号、「4月からまちをきれいにする運動はじ

　まる」

ω　『社会新報』1964年4月12日「革新市政めぐり生まれ変わる自治体11秋田市」、

　広報あきた1963年12月1日、「各地で移動市長室を開設」、同64年2月1日「移

　動市長室始まる」

⑮　『秋田魁新報』1963年1月1日「県議選の情勢をさぐる」

（16）同1963年5月1日「革新の底力を発揮」

q7）「秋田革新市政」『国民自治年鑑』1968年版、346ページ

（18）同1967年4月19日「市長候補この人1秋田市」、4月22日「市民に公約する4

　秋田市」
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（19）同4月29日「市長選をかえりみる」

⑳　同4月30日「新市長に抱負聞く1」

⑳　広報あきた1971年1月10日「建設協定を結んで」

⑳　「革新市長座談会・革新市政の実績と抱負」『中央公論』1967年9月、荘内日

　報1970年8月26日「各都市の公害対策　秋田早くから公害に取り組む」

⑳　広報あきた1970年11月20日、470号、川口大助「未来に伸びる秋田市」

⑳　広報あきた1967年4月20日、川口大助「昭和五十年への道」

㈱　広報あきた1968年2月1日「主婦の積極的な市政参加」

㈱　広報あきた1968年5月20日、380号、「築こう明るい家庭と地域社会、市民総

　ぐるみの運動を展開」、同7月20日、386号、「町づくり運動重点に、市民憲章推

　進協議会開く」

⑳　広報あきた1970年9月1日、426号「9日から市民憲章全国大会」、同10月1

　日、429号、「川口大助市長談話室」、なお、1970年当時564市のなかで、102市で

　市民憲章が制定されていた。

⑱　同前、「川口大助市長談話室」

⑳　広報あきた1970年9月1日、462号、「市民と市政を結ぶ市民集会」、秋田魁新

　報1970年9月5日「あす市民のつどい」

⑳　「地方選挙ルポ特集秋田市長選挙」『朝日ジャーナル』15－5、1973年2月9

　日。小畑県政と社会党県連の関係については、田口富久治「県政・党派・イン

　タレスト」『明治大学政経論叢』30－5、31－1、1961・62年を参照。1961年頃

　から、予算問題（県職員、教員の人件費）と農業政策をめぐり、社会党・労組・

　農民組合は小畑県政と対立する側面をもちながら、県議会・知事選挙では自民

　党とともに小畑与党を維持してきた。

（31）秋田市労連「秋田市長選の経緯と問題点」『地方政治』1971年8月

働　『秋田さきがけ』1971年4月26日「川口氏の四選をはばむ」、4月26日「社共

　共闘実らず」

⑬　青地農「ある地方政治の惨状一秋田市長リコール問題に見る一」『世界』1972

　年9月

働　前掲⑳　市労連の分析による

㈲　青地農「秋田市長リコール実現の波紋」『エコノミスト』51－2、1973年1月

　16日、佐藤陞「二十万都市のリコール闘争」『住民と自治』119号、1973年4月
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表4－1　秋田市議会の会派

定数・年次 保守自民 保守中立 社会党系 公明党 共産党 民社党系

　　40
1955年

新生クラブ
　　　23

明政会
　　　5

公正クラブ
　　　10

　　40
1959年

民主クラブ
　　　20

中正会

　　6
革新クラブ
　　　14

　　42
1963年

清風会
　　21

明友会
　　　6

革新クラブ
　　　11

公明会
　　　2

共産党
　　　2

　　42
1967年

清風会
　　　9

民政クラブ
　　　13

革新クラブ
　　　14

公明党
　　　2

共産党
　　　2

民主クラブ

　　　2

　　42
1971年

新生会
　　　9

洋政会
　　　7

革新クラブ
　　　15

公明党
　　　3

共産党
　　3

市民クラブ

　　　5

補足と訂正その2

1）本誌第22巻第1号掲載の本論第ll章（2の上）79ページ4行目

　　「55号、1963年6月」のあとに「、68ページ」を補足

2）同108ページ下から8行目

　　「170ページと」のあとを「同じく塩原「全国革新市長会の12年」（『地方自

治通信』1975年7月、68号、25～28ページ）というほぼ同一内容の二つの記

事だけである」に補足・訂正

3）同115ページ6、8、9行目

　　6行目「ようである」のあとに「（『国民政治年鑑』1965年版、557ページ

にこの懇談会の会議記録が収録されている）」を補足

　　8行目「上記の」のあとに『国民政治年鑑』を補足

　　9行目『社会新報』を削除

4）同126ページ8行目

　　一覧表1964年6月27日東京の次の人数欄に「21人」を補足

　　　　　　　　　　　　　　　　一79一
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5）同126ページ下から3行目

　　「1969年春秋の総会は」の次を「前掲の1975年7月の塩原記事によれば6

　月と10月に革新市長会議が開催されたようだが、1969年当時の記録が発見で

　きない」に補足・訂正

6）本誌第22巻第2号掲載の本論第II章（2の下）3ページ17行目

　　「1962年11月」の重複を削除し、「8～11ページ」を補足

7）同9ページ下から12～14行目

　　「党本部で」のあとの「全国革新・…　を守った」を削除し、「社会党と革新

　首長との懇談会が開催され、21人の市長が出席していた（『国民政治年鑑』1

965年版、557ページ）。しかし、この社会党主催の懇談会は、次の会合を196

　4年10月に予定しながら継続せず、また革新市長会の組織結成にも発展しな

　かったようである。阪上地方政治局長はこの懇談会で、「この種の会合はこ

　んごとも地方自治体の方から積極的に開くようにしていってほしい」（同558

　ページ）と述べて、社会党主催でなく革新市長たちの自主的会合を期待して

　いた」と補足・訂正

8）同42ページ12行目

　　「F本多…・100名近くに」を削除し、「地方自治センターの調査では1968

　年12月には80人に」と訂正

9）同49ページ下から3～4行目

　　「1968年当時・…からである」を削除し、「1967年の50～60人、1968年末の

　80人から大きく増加した」と訂正

10）同50ページ2行目

　　「参加した」の次に「前掲の1975年7月の塩原記事によればこの1971年

　の東京総会が全国革新市長会議という名称で市長たちを招集した最初の会議

　だったそうである」を補足

11）同61ページ8行目

　　「江田は1970年に書記長に復帰して」を「1968年末に書記長に復帰した江
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　　革新市政発展前史一1950～60年代の社会党市長（4の1）

田は1970年に」に訂正

（功刀　俊洋）
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